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令和5年12月6日

高圧ガスの燃料装置に係る
検査方法が変更になります

令和5年10月20日に公布された道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改
正する告示（令和5年国土交通省告示第1048号）により、圧縮水素ガス、圧縮天然ガス
又は液化天然ガスを燃料とする自動車（大型特殊自動車を除く。）に備えるガス容器及び
ガス容器附属品については、令和5年12月21日以降、当該告示に定めるガス容器及びガ
ス容器附属品の再試験に係る基準に適合しなければならないと改正されたことに伴い、検
査方法を以下のとおり変更します。

圧縮水素ガス、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車（大型特殊自動車を除
く。）に備えられたガス容器及びガス容器附属品の再試験に係る基準への適合性について、
次に掲げる試験機関が発行した審査事務規程様式16による「ガス容器等再試験結果証明
書」により検査します。
① 高圧ガス保安法（昭和26年法律第204号）第49条第1項及び第49条の4第1項に規定さ
れている試験機関

② ガス容器及びガス容器附属品の再試験を行うのに必要かつ適切な組織、設備及び能力
を有することが書面等により確認できる試験機関

次に掲げる全ての要件を満たす場合は、有効なガス容器等再試験結果証明書として取扱い
ます。
① 検査当日において、ガス容器等再試験結果証明書に記載されたガス容器等再試験結果
証明書の有効期限（ガス容器及びガス容器附属品の再試験を実施した日の1年1か月後の
日とする。）を経過していないこと

② ガス容器等再試験結果証明書に記載された「ガス容器一覧」と車載容器一覧証票に記
載された「容器の製造番号又は容器の記号及び番号」が一致すること

③ ガス容器及びガス容器附属品（目視が困難な場合にあってはガス容器取付部附近の車
体外表面）が著しく損傷していないこと

この取扱いは、令和5年12月21日から適用します。

■様式16「ガス容器等再試験結果証明書」ダウンロードURL

https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/attached/0000058469.docx

トップページを下方にスクロール 「その他の手続き」をクリック

https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/attached/0000058469.docx
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